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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は、１５人につき定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「一般質問」を昨日に引き続き行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 ４番 山本一洋議員 

 山本議員  おはようございます。 

 通告に従いまして、みなみの里開業１０年記念事業、スポーツによる地域の活性化、

平和事業の推進の３点についてお尋ねをしたいと思っておりましたけれども、１点目

のみなみの里開業１０周年事業につきましては、昨日の朝、執行部のほうから議長を

通じまして、今回私の質問について、地方行政運営事典の中の一般質問の運用例から

引用され、町としては質問に対しての回答ができないということでございました。 

 その内容としては、一部事務組合等で共同処理する事務及び国が処理している事業

に対して質問することは、当該市町村の業務ではないので法的に認められない。さら

に、当該団体が出資をしている地方公社は、当該団体とは別個の存在であるので質問

できない。ただし、当該団体の出資、債務保証の適否や長の監督権の行使の状況につ

いては質問できる。以上から、第３セクターも判断されるというものでございました。 

 私は、今までになく大変急なことでありましたので、そのことについて少しお尋ね

をしたいというふうに思います。 

 まず、私が議会通告をしまして、５月の２５日に議会運営委員会が開かれ、５月２

９日に庁議が――庁議というのは役場内の課長さんたちの庁議でございますけれど

も、行われたそうでございまして、その中で一般質問も議論されたと思っています。

それから、昨日の６月１２日までにはある程度の時間、２週間程度ありましたけれど

も、なぜ急に回答できないと言ってこられたのかをお尋ねをいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 これは内部の話でありまして、公的には今日その質問は発効するわけであります。

ですから、昨日までの質問と本日違っておっても本日提案されたものが質問となり得

るということは議案等々でも同じだろうと思っております。 

 したがいまして、この議案につきましては、これは一般的に他の団体等については

質問ができないというふうな自治法を根拠とした会議規則等があるのはもうお互い

理解の上だろうと思っております。そのことについて、特にその会議の中で議論いた

しまして、これは管理運営に関する事項ではないかということが浮き上がりまして、

その根拠を少し調べてみようということになって、今回のような判断に至ったわけで

ございます。 

 ただ、当然御存じのように、例えば第３セクター、例えばサンポート一部事務組合

の理事長としてこの場所に出席することはできないわけでありますので、町長として

の考え方は述べられると、そのように判断しております。 

 以上でございます。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  私どもも一般質問というものを実のあるものにするために通告制度というのがあ

るというふうに、この議員必携にも書いてあります。こういうものを勉強させていた

だきながら通告をしているわけでございまして、今までなかったことで、前の日にで
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きないというのはちょっとどうなのかなというふうに、これはまだ後で述べますけれ

ども、続いて質問をしたいと思います。 

 今後もみなみの里のことについては、先ほど申し上げましたようなことで、議会で

の質問に対しては回答できないというようなことなのか、再度お尋ねをいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに今先ほど説明されましたように、我々は法律に基づいて条例を制定し、会議

規則があるものでございまして、その判断によって対応したいと思っております。全

て、みなみの里に限らず第３セクターである甘木鉄道、サンポートと筑慈苑、後期高

齢協議会、介護保険、さまざまな団体に本町は所属しているわけでございまして、ど

こまでが回答範囲なのかというのはケース・バイ・ケースでやっぱり判断しなければ

ならないと、そのように考えます。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  わかりました。 

 今日まで、町長は議会の中でも幾度となくみなみの里に関する質問に対しては、み

なみの里の社長と町長という二足のわらじではありましたけれども、自分の考えや思

いなどを熱く語られてきました。それが今回については、地方行政運営事典の中の解

釈を引用してこられ、急に回答できないと言われることがどうしても私は納得できな

いというところもございます。 

 私もこの質問をするためには、何日もいろいろな方の御意見を聞きながら考えてま

いりました。そこで急に回答できないということでありますので、今日まで複数の町

民の方からの思いや質問をいろいろいただきましたので、一方的ではありますけれど

も、述べさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、式典につきましては参加者が２２４名だったそうでございます。開業から１

０年の歩みがわかりやすく説明され、また出荷者の方々や従業員の笑顔がスクリーン

に映し出されたことなど、笑い声が出るなど大変すばらしいものであったと私は思っ

ています。 

 また、当日の祝賀会の参加者は２１９名の方が参加をされ、そのうちみなみの里出

荷者の方が１０２名程度だったようでございます。ちなみに、平成３０年３月の出荷

者数は４０１名で、それからしますと参加率２５％ぐらいしかならないのかなという

ふうに思います。式典の費用総額は３４４万円、祝賀会費用は２８４万円だったそう

でございます。 

 私を含めてほかの議員も町民の方からいろいろな声を聞いておられ、「近いならば

行くばってんな、福岡までは行ききらん」、「なぜホテルニューオータニでするとな。

復興支援の意味も兼ねて、隣の朝倉市、原鶴ぐらいじゃできんとやろか」といったよ

うな複数の町民の方からのお尋ねもありました。 

 町長は、今日までいろいろな会合で本町の消防団や役場職員など、復旧支援活動に

取り組み、町としても支援金の支払いなど積極的に関わってきていることを話されて

おります。私は、今だからこそ今後のことを考えた場合には、朝倉を含めた地元でみ

なみの里の出荷者の方も多く参加ができるような形で、また復興支援の意味も兼ねて

祝賀会をしてほしかったなと思っています。 

 今、テレビや新聞ではあの豪雨災害から今月で１１カ月ということで、「頑張ろう

朝倉」を合言葉に、被災者の方々が復興に向けて頑張っている報道が連日取り上げら

れております。筑前町として、今後につきましても、朝倉市の思いを考慮していただ

き、オール朝倉の視点でも今後も考えていただくようお願いを申し上げながら、次の

質問に移りたいと思います。 
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（「議長」と町長の挙手あり。） 

２点目は、スポーツによる地域の活性化についてであります。 

 私は、平成２７年第１回議会と平成２８年第３回議会において、町内のスポーツ施

設を活用しながら各種のスポーツ大会をすることによる地域の活性化について質問

をいたしてまいりました。私の前回までの質問の回答としては、スポーツ観光の視点

もあり、各団体の主体性や生涯学習課との連携が先決とのことでございましたが、ど

のような連携の取り方があり、どのように連携されてきたのかをお尋ねしたいと思い

ます。 

（「議長」と再度町長の挙手あり。） 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  質問はもう２点しましたのでよろしゅうございます。私の思いを、それから町民の

方の思いを伝えさせていただくということで結構ですから。 

 次、お願いします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 平成２７年度から質問が出ていたと思いますけども、生涯学習課では平成２８年度

から予算化しましたスポーツ少年団事業費補助金を活用して、平成２８年度４団体、

２９年度４団体が町内で大会を開催し、また町外からも多くの方が来町されたと聞い

ております。また、体育協会加盟団体も２８年度７団体、２９年度６団体が町内で大

会を開催し、町外の方との交流が図られたと考えております。 

 生涯学習課として、これまで体育協会、スポーツ少年団に町外からの参加を含む大

会を開催を呼びかけてきたところでございます。町内体育施設を有効活用した大会開

催や補助金制度も含めた周知がさらに必要だと考えております。 

 また、今後は大会を開催するスポーツ団体との連携、あるいは町内にありますみな

みの里、大刀洗平和記念館、民間温泉施設等を紹介し、大会参加者が町内施設、事業

所を利用されることによって経済的効果も期待され、また筑前町を知っていただくこ

とによって、スポーツによる交流人口を増やしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  私が選挙に出ようと思った一つがスポーツによる活性化、それと青少年の健全育成

でございました。そのためにも、３回目になりますけれども、さらにまた質問させて

いただきたいと思いますが、今課長のほうから周知の必要性とそれから複合施設の紹

介をすると。じゃあどういうふうな形でそれをされようとしてあるのかをお尋ねした

いと思います。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 スポーツ少年団、本部委員会、あるいは体育協会の理事会等で周知徹底を図ってい

きたいというふうに考えております。また、同じく体育施設も町内かなりあるわけで

ございますので、大いに利用していただくようなことを言ってまいりたいというふう

に思っております。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  スポ少、体育協会の理事会等を通じながらというようなことのようですが、それで

は今日まで社会体育施設、それから多目的運動公園の利用状況について、どれだけ増

えたのかお尋ねしたいと思います。前回の質問から利用者がどれくらい増えたか、そ

してまた増やす努力をどんな努力をされたのかをお尋ねをいたします。 

 議  長  生涯学習課長 
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生涯学習課長  お答えいたします。 

 まず多目的運動公園、野球場でございますが、２９年度４月からオープンでござい

ますが、２９年度１４５日間利用、２３団体、うち町外団体が１４団体で利用者は８,

６９１人でございます。多目的運動公園広場、２９年度２１４日利用、２１団体、う

ち町外が１４団体で利用者は１万４,１５１名でございます。 

 三輪体育施設、これにある施設合計で述べたいと思います。平成２９年度３,００

８件の申し込みで７万２,０９７人の利用。夜須地区体育施設、平成２９年度３,４９

０件の申し込みで９万２,３４０人利用。多目的運動公園を除く夜須地区、三輪地区

にあります体育施設の利用は、平成２８年度、２９年度ほぼ横ばいの状況でございま

す。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  利用時間と日数は話をされましたけれども、私、後からもまた述べていきたいと思

いますが、多目的運動公園、それとかほかの施設に新しく大会とか合宿とかスポーツ

教室とか、そういうような形での増えてきた実数はありますか、お尋ねをいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  多目的運動公園を除く施設については、いろいろ大会をやっておりますけれども、

例年行われる大会がほとんどでございます。多目的運動公園の野球場、２９年度どん

な大会が行われたかを述べたいと思います。 

 多目的運動公園野球場こけら落とし学童大会を夜須のスポーツ少年団が開催をし

ております。それからＪＡちびっこ野球大会、全九州実年福岡県大会、全九州実年九

州大会、花立山温泉杯学童大会、朝倉旗――朝倉旗ですね――中学生新人大会、朝倉

市長杯社会人野球大会、スポーツ少年団軟式県大会、高松宮杯県大会、日本スポーツ

マスターズ県大会、朝倉市長杯中学生大会、トヨタカップ学童北筑後地区、これは多

目的運動公園の野球場ができて新しく開催されたものでございます。 

 それから広場でございますが、スポーツ少年団サッカー朝倉カップ、九州高校サッ

カーフェスティバル、全日本少年サッカー大会予選、それから新たに筑紫野市のソフ

トボールリーグ戦、それから町が企画しております城山マルシェ等で利用されている

ところでございます。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  今お聞きをしましたのは、課長も言われましたけれども例年行われている大会がほ

とんどだということでございます。じゃあ、今さっきから質問をしているような、増

やすための努力につながるのかなというふうに思います。つながっていないというふ

うに思います。 

 そこでお尋ねをしたいんですが、私はスポーツによる交流人口を増やすという一つ

には、大会とか町が誘致をする、施設を活用しながら誘致をするものと、人というも

のの配置が必要だというふうに思っています。そういった意味で、今からまたちょっ

と質問をしていきたいというふうに思います。 

 前回も紹介をしましたけれども、昨年の３月３日から４日にかけて農業者トレーニ

ングセンターで三井ラビット杯少年少女レスリング選手権大会が行われました。選手

は３１３名で保護者と応援者が４００名で、総数７００名ぐらいおいでになったと聞

きました。南は宮崎、鹿児島、東は山口、四国高知からも参加があったそうでござい

ます。私も当日行きましたけれども、参加された保護者の方に聞きましたところ、高

速インターから近く、交通の便がいいとの話もされました。 

 皆さんも御承知かと思いますが、このような大きな大会が行われる会場にはテント

が設営され、地域の特産品を含めいろいろなものが販売されたりもします。本町でも

このような誘致をする大会が幾つでもできれば、その折に弁当や産直の野菜や特産品
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を販売することにより地域にお金を落とすことができます。また、そのことにより地

域の活性化やスポーツ少年団や体育協会などの強化にもつながるというふうに思っ

ています。 

 本町は大変スポーツの盛んな町であり、全国でも活躍する選手も数多く輩出されて

おります。高校や大学との連携、関係などつながりを持っている指導者の方も多くお

られると思います。人を生かす取り組みとして、このような先生方の協力をいただき

ながら、スポーツ教室や大会、合宿等を誘致することにより各施設や運動公園に多く

の人が訪れるようになることで交流人口を増やすことにもつながると思いますが、ど

のようにお考えかお尋ねをいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 先ほど多目的運動公園の野球場、広場の利用を申し述べましたが、多目的運動公園

ができたことによりまして、かなり多くの方が町内に来て、以前よりも交流人口が増

えたというのは事実でございます。 

 それで、先ほどまた回答しましたように、町内のスポーツ団体に呼びかけまして、

町内で大会、あるいは合宿、そういうのをやっていただきたいということも今後話し

ていきたいと思いますし、また各体育施設、多目的運動公園事務所、あるいは農業者

トレーニングセンター、三輪小体育館等にみなみの里、大刀洗平和記念館のパンフレ

ットを置きたいというふうに考えておりますし、また夜須高原少年自然の家のパンフ

レットも置きたいというふうに考えております。 

 また、多目的運動公園のそばにあります筑前町唯一の温泉がある民間施設との連

携、協力ができないかも検討してまいりたいというふうに思っております。いわゆる

パンフレットの設置とか合宿宿泊プランの協議とかそういうのもやっていきたいと

思っております。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  ちょっと私の思いと少しかけ離れているのかな。パンフレットを置くのは当たり前

のことであって、そういうことを私は言っているんじゃなくて、施設ができて、もう

待っていてもそこを使われるということの今、話やったかなと私は思います。使うこ

とによって交流人口が増えてますよということでございましたが。私が言いたいの

は、仕掛けが大事だと。待つんじゃない、仕掛ける。そして誘致をするために人も作

ってほしいというふうなことも思っているんですよ。 

 一つ紹介をすると、多田杯弓道大会というのがございます。県内から１５０名の選

手の方が集まって、あの弓道場で競技をなさいます。この大会は、もう県の連盟の一

つの行事として位置づけられており、それぞれの地域で活躍をされている先生方、指

導者の方がおいでになります。役員はこの大会運営に大変な労力を使うため、事務的

なことをしていただける方があれば、もっと十分なおもてなしができるというふうに

考えてあるのではないかというふうに思っています。そういった意味の、せっかくお

いでになって、そして「筑前町、ああ、いいなあ。わあ、すごいところだな」という

思いにさせてお帰りになる。そういったことの仕掛けの話をしているんですよ。 

 ぜひお願いをしたいというように思いますが、教育長、ちょっとそこの点について

回答をお願いしたいと思います。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  お答えいたします。 

 今の山本議員のほうから御質問、それから山本議員の思いが伝わってきたところで

ございます。そういった仕掛けというのが非常に今から大事になっていくかと思いま

す。そして、そういうスポーツと地域の活性化を結びつけていくということは非常に
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重要なことだというふうに認識をしております。 

 例えば、先ほど課長が答弁した中に、平成２８年から新たな補助金制度とかを創設

していったということで、例えば一つの例を申し上げますと、私剣道やっていますけ

ど、剣道の中でもスポーツ少年団でその補助金を活用して新たな交流大会を始めまし

たし、それから体育協会、これは前からやっていますけれども、剣道大会やっていま

すが、これは全国の実業団のトップレベルにもう数年出ていただいておりますけれど

も、これは何チームもそういったチームが参加されて、ことしは３０数チームですね、

そういったチームが参加していただきました。これはどちらかというと、剣道、マイ

ナーですけれども、例えばプロ野球とかＪリーグに匹敵するような選手の方が来てい

ただいて、そこで試合をしていただいています。 

 そういったときに、筑前町の特産であるお米とかイチゴを景品として、商品として

提供するなどして、それから町のそういうみなみの里とかのパンフレットも一緒に合

わせたりしながらＰＲをさせていただいておるところでございます。 

 それは一つの例でございますけれども、それと一つは錬成会ということで、これは

北部九州一円から中学生の大会を、２日間だったと思いますけれども、毎年ここ数年

５月に実施をさせていただいて、これも中には宿泊を伴ってくる人もチームもありま

して、そういったところでも一つの活性化につながっているのかなというふうに思っ

ております。 

 先ほどからありますように、例えば地域のボランティアとか、そういう方たちを集

めたりしながら、町、そういう大会を盛り上げていけるような何か仕掛けを組めてい

ったらいいかなと思います。何しろ少ないスタッフの中でしておりますので、なかな

かそういった十分な手だてはできないかと思いますけれども、少しでも何か相談とか

に乗っていけるような体制が今後組めていけたらいいのかなというふうには思うと

ころでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  少しわかりました。思いは一緒のようなことであると思っています。 

 今教育長も言われましたけれども、錬成会、二日かける。私も二日かけてほしい。

例えば１日目に教室をやって、そして二日目に大会をする。そしたらば宿泊の問題が

出てきます。グリーンツーリズムの関係も出てくるかもしれませんけど、以前お尋ね

をした時は、町長が夜須少年の家ですね、あそこなんかもあるというふうなことも紹

介をしていただきました。 

 私は、一つの方法としては民泊というような形も考えるべきなのかなと。民泊と言

うと、いろいろな制約があるようなことを聞いております。例えば、もう風呂は花立

山温泉に入ってもらえば、あと食事もしてもらえばもう寝るだけで、そこに地域の剣

道をする子どもたちが近くに泊まれば、そこの家族の人もその大会に応援に行くとか

ですね、そういうようなことで、もう人と人がつながっていく。そういったことも、

ちょっと夢物語かもしれませんが、ロマンを語ると金が集まるというふうなことも聞

きますので、ぜひそういった意味でもお願いをしたいと思いますし、あとはまた質問

しようと思いましたけれども、今の教育長の答弁で大分私の意を得たところがござい

ますので、一つだけ紹介をしながら次の質問に移っていきたいと思いますが。 

 「何かをしたい者は手段を見つけ、何もしたくない者は言いわけを見つける」とい

うことわざがあるそうでございます。ぜひ仕掛けをやっていただきたい。そして、ぜ

ひとも夜須中学校と農トレ、あんなに近くに体育館二つあるところはそんなにないと

思います。その二つを活用すればいろんなことができるというふうにも思います。そ

ういったことも地の利を生かして、ぜひお願いをしたいというふうに思います。 
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 それでは、次の質問に移ります。３点目でございます。平和事業の推進ということ

でお尋ねをいたします。 

 平成２８年第１回議会において、遺族会員の高齢化に伴い、忠霊塔、忠魂碑の維持

管理について質問をいたしました。現在の状況としては、三輪中学校前の忠魂碑、夜

須中学校にあります忠霊塔については、それぞれの遺族会が清掃をし管理をしており

ます。しかし、会員の平均年齢が８２を過ぎており、年々参加者も減少してきており

ます。今後のことを考えると、どうなるのか大変危惧をいたしております。 

 そこでお尋ねをいたします。それぞれの忠魂碑、忠霊塔、今後どのようにするのか。

また、忠魂碑、忠霊塔の裏には大戦による戦没者の名前を書かれている石板もござい

ます。これも大変風化をしてきております。大刀洗ですので大刀洗平和記念館に移動

することはできないかというふうに考えております。しかし、それについては費用の

面等々いろいろな問題が多くあると思います。それは十分わかっております。 

 そこで、そういったことを含めて、もうこの際、遺族会と関係機関と検討委員会な

どを作って研究をやられてはどうかと思います。私が言っているのは、忠魂碑、忠霊

塔持っていけという話じゃなくて、それを含めてどうするのかというような検討委員

会を作ってほしいというふうに思っていますが、お尋ねをいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 大刀洗平和記念館も関連がございますので、私のほうから回答させていただきたい

というふうに思っております。 

 まず、大刀洗平和記念館でございます。県内外から多くの来館者がございますけれ

ども、筑前町を象徴する施設として地域の方々にも連携を深めることが必要であると

いうことについては、いつも考えているところでございます。 

 議員が先ほど御質問の中でおっしゃいましたまず記念館への忠霊塔、それから忠魂

碑の一部移動ができないかということにつきましては、設置スペースの問題、それか

ら記念館に、敷地内にそういう場所を置いた場合に、先の大戦で亡くなられた戦没者

の方々とその遺族の思いに応えられる体制が現状の記念館では非常に厳しいものが

ございます。 

 先ほど議員の質問の中に今後どうするのかというも問題提起もありました。今後、

他の平和関連施設の対応の状況の調査や町関係課、遺族会等、関係機関の意見や教育

的な見地もあろうかというふうに思っております。そういった部分での検討など、総

合的な判断が必要であるというふうに現状を考えております。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  必要だというような認識ではあるということでございますので、一歩前には行って

いるというふうに思いますので、ぜひそういう検討会をお願いをしたいというふうに

思っています。 

 私も三輪地区の遺族会の一つの役を仰せつかっておりますが、失礼な言い方になる

かもしれませんが、遺族会の実情を考えれば、２年先、３年先はどうなるのかなとい

うふうな状況にまで来ているというふうに思っています。早急な対応をお願いして、

慰霊祭の在り方についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 近年の慰霊祭を見てみますと、年々遺族も高齢化により参加者が少なくなってきた

のではないかと思います。また、会場についても遺族の高齢化に伴ってめくばーるの

ホールでは階段等もあり、介助が必要な方などもおられます。今後、今の施設での実

施をまだ続けていこうと考えておられるのか。また、大刀洗平和記念館等フラットな

施設での実施を考えてみてはどうかと思いますが、お尋ねをいたします。 

 議  長  福祉課長 
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 福祉課長  町の戦没者追悼式は、ここ近年、秋にめくばーるの町民ホールにおきまして厳かに

執り行っております。参加者が減少傾向にございましたが、平成２６年度からはほぼ

横ばいの状態でございます。今年度は、これまで通りめくばーる町民ホールで実施す

るように準備しているところです。 

 議員がおっしゃいますように、遺族の方が高齢化が進んでいることは承知しており

ます。式典会場でありますめくばーる町民ホールの階段が高齢者には会場内の移動が

大変ではないかという御意見をいただきましたので、来年度に向け会場の検討をした

いと考えております。 

 以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  ぜひとも関係あるところとも協議をいただきながら、そのようにお願いをしたいと

いうふうに思います。 

 慰霊祭参加者が昨年は１３７名であって、来賓を除くともう８０名を切るぐらいの

遺族会の参加者のようでございます。この慰霊祭が年々遺族会の参加者が少なくなっ

てきた場合、この前ちょっと世話人の話も聞きましたが、このままいくと慰霊祭が行

事消化に終わってしまうのではないかという危惧もあるようでございますので、例え

ば慰霊祭に伴って平和の日というような形を設定していただき、町全体で平和を祈

り、考えるような一日にしてはどうかというふうに考えますが、いかがお考えかお尋

ねをいたします。 

 議  長  福祉課長 

 福祉課長  戦没者追悼式は、過去の戦争における戦没者を追悼するとともに、世界の恒久平和

を祈念して執り行っておりまして、来賓の皆様への個別案内や町の広報にもその旨記

載し案内しているところでございます。議員も御存じの通り、式典では全員で黙祷を

捧げまして、町長式辞におきましても、戦没者の方々に追悼の意を捧げ、平和への誓

いを新たにしているところでございます。 

 また、追悼式終了後には引き続き朗読ボランティアによる戦争や平和にちなんだ作

品の朗読、そして平和のメッセージコンクールにおきまして入賞されました町内居住

者の方に受賞作の朗読をお願いしておりまして、これも平和について考える一つの機

会になっているのではないかと思っております。 

 戦没者追悼式におきまして、平和を考える日とするさらなる取り組みにつきまして

は、関係課や遺族会の方々とも協議しながら、今後の研究課題としたいと考えており

ます。 

 以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

 山本議員  研究課題として捉えていただき、もう遺族会の会員が少なくなれば来賓はもう皆さ

ん御存じの方しか、もうどんどんその方々しかおいでにならない。広く町民の方は慰

霊祭にはどうだろうかというふうに思います。戦争の重要性を親から子へ、子から孫

へと受け継ぐための一つとしてなるように、今後も御努力をお願いいたしたいと思い

ます。 

 最後になりましたけれども、今後も町民の声を聞いていただき、また寄り添ってい

ただきながら、人が輝くまちづくりを実践していただきますようお願いを申し上げま

して、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 議  長  これで４番 山本一洋議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  これより休憩をします。 

 １０時５０分より再開します。 
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（１０：４０） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１０：５０） 

 議  長  １４番 河内直子議員 

 河内議員  通告に従い、大きく３点、子どもたちを取り巻く問題について、暮らしを取り巻く

問題について、そして安心安全なまちづくりについて、質問させていただきます。 

 まず始めに、子どもたちを取り巻く問題についてお尋ねをいたします。今回は、学

校給食に特化して２点お尋ねします。 

 始めに、給食費の公会計についての見解をお尋ねします。昨年８月２９日、文部科

学省は、学校における働き方改革に係る緊急提言を発表しました。その中の一つに、

地方公共団体は給食費の公会計化を進めるとともに、給食費を始めとする学校徴収金

について口座振替等による徴収。教育委員会の責任のもと、地域や学校の実情に応じ

て事務職員等を活用しながらの未納金の督促の実施等、教員の業務とならないよう直

ちに改善に努めることとして、教員の事務負担軽減策の一つとして学校給食費公会計

化の推進が掲げられています。 

 公会計化というのは、地方自治法第２１０条の規定に基づき、歳入歳出予算に計上

して執行していくことです。公会計化されると、一般会計もしくは特別会計で保護者

から集める給食費を歳入予算に、業者に支払う食材費を歳出予算に計上し、議会で議

決を受け、自治体が保護者から給食費を集め業者に支払っていくことになります。 

 公会計化は、学校給食の実施主体である自治体が財政面でも責任を負うという法律

に則った本来あるべき姿を具現化することにほかならないと考えますが、教育委員会

の下請けとして学校事務室を活用し給食事務を扱わせる等、学校事務職員への負担増

や、未納対策としての事務的な取り立ての強化などの問題も懸念されます。 

 文部科学省の緊急提言を受け、給食費の公会計化についての見解をお尋ねいたしま

す。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 教職員の長時間勤務の改善については喫緊の課題となっております。昨年１２月

に、文部科学省が学校における働き方改革に関する緊急対策を取りまとめました。さ

らに、本年３月には福岡県教育委員会におきましても、教職員の働き方改革取り組み

指針が策定され、その中に教職員の長時間勤務縮減に向けた業務改善策として学校給

食費の公会計化の推進が掲げられております。 

 本町としましても、国県の示す通り教職員の業務改善や時間外勤務の抑制のために

必要な措置を講じることは課題であると捉えております。学校給食費の公会計化が教

職員の負担軽減の一つになるものと考えてはおります。 

 その一方で、公会計化への推進に当たっては、システムの導入経費や新たな職員配

置等が必要となってまいります。今後、学校給食費の公会計化につきましては、県の

情報提供や他自治体の動向を注視しながら研究していく必要があると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  公会計化によって自治体が給食費を決めることができるようにもなります。これ

は、自らの判断で補助を入れて給食費を下げることも可能になるということです。そ

もそも給食費を全額公費で負担することが給食費無償化ですから、公会計化は給食費

無償への第一歩とも言えるのではないでしょうか。 
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 給食費の公会計化を教員の負担軽減や未納対策を目的にするのではなく、保護者負

担軽減、無償化を目指す公会計化とする視点を強く打ち出した取り組みが必要だと申

し述べ、次に進みます。 

 次に、給食費の無料化についてお尋ねをいたします。日本の学校給食は、１８８９

年、明治２２年、山形県鶴岡町――現在の鶴岡市の小学校で行われたのが発祥とされ

ています。お弁当を持たない、持たせることができない欠食児童、貧困児童救済を目

的に限定的に始まりました。戦中戦後は多くの子どもの栄養状態を改善する必要に迫

られ給食が普及しました。特に、戦後は多くの児童の栄養状態を改善する必要に迫ら

れ、学校単位で全ての子どもを対象とする制度となりました。どんな子どもでも受け

られる食のセーフティーネット、社会保障となったのです。 

 戦後出発当初、学校給食は無償だったこともあり急速に広まりましたが、財源確保

が難しくなる中で１９５２年、昭和２７年に給食中止の危機に見舞われました。しか

し、継続を求める世論の高まりなどにより継続されることになったものの有料化せざ

るを得なかったという経緯があります。 

 学校給食は、食料難の時代から食育という新たな役割を付加した今日まで、紆余曲

折を経ながらも給食を食べる子どもたちの笑顔とともに学校教育に欠かせないもの

となっています。 

 １９５１年、昭和２６年３月の参議院文部委員会で、政府委員が「義務教育に必要

な経費は無償にする理想を持っており、今は授業料だけだが教科書、学用品、学校給

食費、できれば交通費などの無償も考えているが、現在の財政上できないので今回は

教科書の一部分だけの実施を試みたい」と答弁している記録があります。それから６

０年以上たち、当時とは比べものにならないほどの国力を持ったのですから、無償化

を進めるのは国の責務と言えるのではないでしょうか。 

 ２０１６年３月には、経済財政諮問会議で民間人から選ばれた議員たちから、子ど

も・子育て世帯の支援拡充として給食費の無料化が提案され、給食費の無料化は年間

５,１２０億円とも試算されていました。 

 お隣の韓国でも、学校給食は日本と同じように貧困な子どもへの対策として始まり

ましたが、その開始は遅く朝鮮戦争後です。しかし、１９９８年にはほぼ全ての小学

校で、１９９９年には高校で、２００３年までに中学校で給食が実施されるようにな

りました。中学校より高校が先だったのは、受験競争の激しい国なので大学受験を控

えた高校生が優先されたためです。そして、２０００年代以降、無料にする自治体が

増えてきました。それは、地方自治体の選挙で学校給食費無料化を公約にする候補者

が多く当選し、全国で無料化が広がりました。２０１４年時点で、給食が無料なのは

小学校で９４％、中学校で７６％にもなっています。日本よりも遅くスタートしたの

に無料化への変化は早くなっています。 

 給食費の無料化については、２年前、平成２８年第２回定例会の折に、町長、教育

長に食育を掲げている町として無料化の考えをお尋ねしてきたところです。その時の

教育長の答弁では「職員の人件費、施設及び設備の修繕費は学校設置者、つまり町の

負担とされ、これ以外の経費は保護者負担と法律で定められており、現在の児童生徒

数で計算すると１億７７０万円となる。新たな財源が必要となることから、現時点で

はできないと考えている」。町長も「今の法律がある以上、国の支援がない以上、こ

のまま負担をお願いしたい」という答弁でした。 

 学校給食法では、確かに教育長の言われたように負担区分が示されています。しか

し文部科学省の学校教育課は、法律の趣旨は設置者の判断で保護者の負担なしを含む

負担軽減をすることを可能としています。 

 全国教職員組合が２０１５年１１月から２０１６年３月に行った教育費の保護者
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負担軽減のための支援制度に関する調査によると、給食費補助制度を実施している自

治体が１,０３２回答中１９９市町村に上る上、その約８割が５年以内に実施されて

いるとなっています。 

 特に、群馬県では２０１７年に新たに５市町村で給食費の無料化が図られ、県内３

５市町村のうち半数を超える１８市町村で何らかの補助制度が実施されている状況

となっています。志免町議会が今年３月２２日に採択した国の負担で学校給食の無償

化を求める意見書では、昨年９月時点で全国の８３市町村で無償化が実施されている

となっています。 

 今まで縷々申し述べてまいりましたが、それを踏まえ、再度給食費の無料化につい

ての考えを町長、教育長にお尋ねをいたします。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  お答えいたします。 

 本年３月議会の一般質問の中でも回答しております通り、給食費月額小学生の場合

３,８００円であります。中学生が４,４００円でございます。現在の児童生徒数で試

算しますと、給食費総額が年間で約１億５００万円程度になります。給食費無償化に

なりますと、相当額の新たな財源の確保が必要ということになりますので、現在のと

ころ、国の支援等がない現段階では無償化は非常に難しいということで考えておりま

す。 

 先ほど、給食費の公会計化についても回答がなされたところですが、学校給食費の

在り方については、今後はさまざまな研究が必要になってくると思います。 

 以上、回答にさせていただきます。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 教育的見地からは教育長の通りだと思います。財政的見地から、町長として考え方

を述べさせていただきたいと思います。 

 私も理想といたしましては無償化であります。しかし、現実的にはこういった財政

事情、本町の財政状況、経常収支比率等々を勘案していただきますと、とても１億円

という負担は耐え切れないということでございます。その分の１億円の財源を何かを

切ることができるかと、これまた困難でございます。 

 したがいまして、これは河内議員も今質問がありましたように、多くの輪を広げて

いくことが力ではないかと、そのように思います。県の町村会等々でやはり共有する

自治体も多かろうと思いますので、国等への要望を強めていきたいと、そのように考

えます。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  憲法２６条で、義務教育は、これを無償とするとされています。しかし、現実には、

無料なのは授業料と教科書に限られており、保護者の経済的負担は大きいのです。 

 ２０１６年度文部科学省の子どもの学習費調査によれば、副教材費、実習材料費、

部活動費、修学旅行費、学校への納付金などは公立小学校で年間約１０万円、公立中

学校で約１８万円にも上っています。子どもの医療費助成制度は、全ての都道府県で

実施され、対象年齢も広がり、自己負担も減るなど制度が拡充してきています。これ

からは子どもの貧困対策としても少子化対策としても全ての子どもの健やかな成長

のためにも学校給食の無料化を進めていくべきと申し述べ、次に進みます。 

 次に、後期高齢者医療の保険料の改定についてお尋ねをします。後期高齢者医療制

度はスタート当初から保険料が高いことが問題となり、政令本則において均等割に７

割、５割、２割の軽減措置を設け、さらに特例として７割軽減を受ける方に対し、世
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帯所得等に応じ９割、８.５割軽減とされてきたものです。また、一定の所得を有す

る方に課される所得割についても５割軽減されてきたものです。 

 ところが、安倍自民公明政権のもとで負担の公平化を図る等として、今年度からこ

の特例について段階的に廃止が強行されているものです。見直しの内容としては、低

所得者にかかる被保険者均等割額が７割軽減される世帯に実施されている９割及び

８.５割軽減は継続されるものの、保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等

が５８万円以下の被保険者に対する所得割額の５割軽減措置が既に２割軽減に縮小

され、３０年度で廃止され、さらに被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する

被保険者均等割額の９割軽減はもう既に７割に縮小され、３０年度には５割軽減まで

減らされるというものです。 

 この影響で、例えば年金収入単身で２１１万円の場合、元被扶養者であった年金収

入単身１６９万円の場合の保険料はどうなるのか。県内では３０年９月末推計で約９

万７,０００人が対象になるとされていますが、本町でこれに該当する対象者数はど

のくらいになるのかお尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 改正の部分につきましては、議員の先ほどの内容の通りでございますので御説明は

いたしませんが、年金収入単身２１１万円の場合と元被扶養者の年金収入１６９万の

場合、それと特例措置にかかる筑前町の対象者数の人数ということでよろしいでしょ

うか。 

 モデルケースでの年金収入単身２１１万円の場合になりますと、保険料は所得割軽

減がなくなりますので、平成２９年度であれば９万６,６９０円から３０年度は１０

万７,６８０円の１万９９０円の増額となります。元被扶養者であった年金収入単身

１６９万円の場合につきましては、保険料につきましては所得割はかかりませんが、

均等割が７割軽減から５割軽減になるという先ほどの議員のお話にもあった通りに

なりますので、２９年度１万６,８２０円から３０年度２万８,０４０円の１万１,２２

０円の増額となります。 

 ２年に１回の保険料率見直しによりまして、所得割率は昨年度から下がりますけれ

ども、軽減特例見直し、所得割軽減の廃止、元被扶養者均等割軽減割合の縮小により

まして、一人当たりの平均保険料が上がるという計算になります。 

 県広域連合におきましても、２８、２９年度の保険財政収支にかかる剰余金約８８

億円程度を繰り入れることで保険料抑制の対策も行っているような状況もございま

す。福岡県自体の医療費が全国１位という高い状況もございますので、保険料も高い

水準でありますので、医療費抑制対策も併せて行っている状況というのも御説明申し

上げたいというふうに思っております。 

 続きまして、対象者数がどうなるのかというお話でございます。均等割額の低所得

者の据え置きにおきましては、県全体……。済みません、今から申し上げます数字に

おきましては、県の広域連合からの提供数値でございます。平成３０年度中の被保険

者推計人口に基づき試算された推計値でございますので、確定数値ではございません

ので、この点につきましては御了解いただきたいというふうに思います。 

 それでは、均等割額の低所得者据え置きにおきましては、県全体で２６万７,９９

６人中筑前町の対象者数は１,４３９人であります。筑前町対象者が１,４３９人。同

じく均等割額の元被扶養者の方の９割軽減該当の方、県全体では２万８２１人。筑前

町の対象者数は１２６人です。同じく８.５割軽減該当者の方が県全体で１万４,１０

５人。筑前町の対象者数は１５６人です。それから、７割から５割軽減になられる方々

の県全体の対象者数が２万６,１９５人。筑前町の対象者数が４１９人です。所得割
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額の低所得者で先ほど２割から廃止になるというお話でございます。これにつきまし

ては、平成３０年度につきましては廃止となりますので、県内も本町も対象者はゼロ

人という形になりますが、２９年度で申し上げますと、県全体で６万９,８５３人。

同じく２９年度中で筑前町、合わせて対象者数が５０２人という形になります。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  年金収入単身で２１１万円の場合、２８年度は７万７,２６０円でした。それが３

０年度は１０万７,６８０円と２年間で１.４倍に引き上げとなります。また、元被扶

養者で年金収入１６９万円の場合、２８年度は５,６００円。それが２９年度は１万

６,８２０円と１万１,０００円引き上げられ、３０年度はさらに２万８,０４０円とな

り、何と２年間で５倍に跳ね上がることになります。 

 毎年毎年減り続ける年金。しかも２１１万円とか１６９万円とかの年金収入しかな

い低所得者の方々が負担の公平性という名のもとに大幅負担増の対象にされてしま

ったということではないでしょうか。 

 次に、広域連合議会に対し独自の軽減策の提言をということで町長にお尋ねしま

す。高齢者の暮らしは給付減と負担増で大変な状況となっています。これ以上の負担

増は、負担能力の限界を大きく超え、被保険者の中にさらに医療抑制を増やし重症化

につながります。憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を奪ってしまうこと

になりかねません。 

 福岡県が設置している財政安定化基金は、平成２９年度末で約６２億円あると伺っ

ています。高齢者の医療を保障する連合に対し、軽減特例廃止の影響を受けないよう

独自の措置を講じるよう提言すべきと考えますが、町長の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 議員御要望の広域連合に対し独自の軽減策を講じるよう提言すべきはないかとい

うことでございますが、私も議員として指摘しておりますが、現在行われている軽減

特例の見直し措置は、医療制度の持続可能性を高めるため、世代間や被保険者間の負

担の公平等の観点から見直しが行われたものであると理解しております。制度の安定

性、安心して医療を受けられる制度の維持を考えたものであり、被保険者の負担も考

慮したものと思っております。 

 仮に、独自の軽減策を設けたとした時は、新たな財源を保険料や構成市町村からの

一般財源も求めることになろうかとも思います。したがいまして、理解を求めるのは

困難でありますし、市町村の財政上も厳しいものがございます。したがいまして、独

自の軽減策提言は今考えておりません。 

 まずは、本町も医療費が高いので、保険料が高い原因の一つでもある医療費の抑制

につながる取り組みを行っていきたいと考えます。併せて高齢者の負担増加も厳しい

ものがありますので、国の動向等を注視し、必要に応じて保険料負担の増加抑制が図

れるよう取り組みを要望してまいります。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  国は激変緩和と言って２年かけて段階的に縮小すると言っていますが、５倍に引き

上げておいて何をもって激変緩和と言うのでしょうか。所得が増えていないどころ

か、むしろ毎年のように削減され続けている低所得の年金生活者にとって、今回の見

直しは暮らしに重大な影響を与えます。そういうことは憲法に照らしても絶対にあっ

てはならないこと、許されないということを申し述べ、次に進みます。 

 最後に、みなみの里の炭焼窯についてお尋ねをいたします。 
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 炭焼窯については、これまで何度か質問させていただいています。解体の方向から

存続の方向へとなっていった経緯があります。昭和３０年代の農の暮らしをイメージ

した建物は、現在屋根と柱は撤去され、窯の周囲に積み上げられています。あれを見

て炭焼窯と思える方が果たしておられるのでしょうか。今後、どのような方向性を持

って存続していくつもりなのかお尋ねをいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 御質問のみなみの里の炭焼窯につきましては、平成２４年、それから平成２６年に

一般質問をいただいたところでございます。あの施設はみなみの里のコンセプトであ

る昭和３０年代の農の暮らしをイメージした建物であり、存続したいということで回

答させていただいたところでございます。当時は、特に周囲の草が伸び放題というこ

とで管理面の御意見を主にいただいたところでございます。 

 御存じの通り、炭焼窯につきましては、地域住民の方々に大変御努力をいただきま

して、まさに規格品でない手づくりの代物でございました。しかしながら、今般炭焼

窯の小屋の部分につきまして、建築基準法に照らすと違法建築物のおそれがあるとい

う御指摘もございまして、昨年度末にやむなく撤去を行い、現在窯のみの状態になっ

ておるところでございます。 

 今後につきましては、現在明確な計画は持ち合わせておりませんが、御存じの通り、

みなみの里の隣接地に道の駅構想や観光イチゴ園の計画もございますので、それらを

含めまして総合的に当該施設にふさわしい利用方法を検討したいと考えておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今課長も言われましたが、みなみの里周辺には今後観光イチゴハウス、道の駅も建

設される予定となっています。来町される方々もますます増えるのではと思われま

す。訪れた方々が思わず目を引かれるような、昔を懐かしく思い出せるような、そん

な炭焼窯に生まれ変わってもらうことを期待して、私の一般質問を終わります。 

 議  長  これで１４番 河内直子議員の一般質問を終わります。 

 散  会  

 議  長  これにて一般質問を終結します。 

 本日は、これにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

（１１：２１） 

 


